
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

対

応

資

経

営

支

援

課

金

融

資

制

度

要

綱

の

一

部

改

正（

県

例

規

集

登

載

）

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

消

滅

水

産

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

岡

山

県

公

報

令和３年２月２６日 第１２２７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
二
号

岡
山
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
令
和
二
年
岡
山
県
告
示
第
二
百

五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
一
条
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附

則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
を
「
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対

し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
感
染

症
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
一
号
（
日
生
加
入
区
、
寄
島
加
入

区
、
神
島
加
入
区
）
に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
令
和
三
年
二
月
二
十

日
限
り
、
消
滅
し
た
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

日
生
加
入
区

寄
島
加
入
区

神
島
加
入
区

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

落
合
建
部
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
西
垪
和
字
大
ジ
ヤ
レ
二
一
九
九

新

四
三
〇
・
〇

番
一
地
先
か
ら

一
一
・
九
～

久
米
郡
美
咲
町
西
垪
和
字
知
者
岪
二
〇
一
九
番

二
四
七
・
〇

二
地
先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
西
垪
和
字
大
ジ
ヤ
レ
二
一
九
九

旧

四
三
〇
・
〇

番
一
地
先
か
ら

八
・
九
～

久
米
郡
美
咲
町
西
垪
和
字
知
者
岪
二
〇
一
九
番

二
七
・
一

二
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

江
与
味
上
河
内
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
下
一
一
六
七
番

新

一
〇
〇
・
〇

地
先
か
ら

四
・
〇
～

久
米
群
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
へ
一
一
七
〇

三
〇
・
〇

番
三
地
先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
下
一
一
六
七
番

旧

一
〇
〇
・
〇

地
先
か
ら

四
・
〇
～

久
米
群
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
へ
一
一
七
〇

五
・
〇

番
三
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

江
与
味
上
河
内
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
群
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
へ
一
一
七
〇

二
〇
〇
・
〇

番
三
地
先
か
ら

四
・
〇
～

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
悦
向
五
一
三
五
番
一

二
〇
・
二

地
先
ま
で

久
米
群
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
へ
一
一
七
〇

新

番
三
地
先
か
ら

二
〇
〇
・
〇

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
城
の
後
四
〇
二
六
番

八
・
三
～

一
地
先
を
経
て

三
八
・
三

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
悦
向
五
一
三
五
番
一

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



地
先
ま
で

久
米
群
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
へ
一
一
七
〇

旧

二
〇
〇
・
〇

番
三
地
先
か
ら

四
・
〇
～

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
悦
向
五
一
三
五
番
一

二
〇
・
二

地
先
ま
で

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



〔
八
〇
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧

に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

笠
岡
シ
ー
サ
イ
ド
モ
ー
ル

所
在
地

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

笠
岡
マ
ル
セ
ン
開
発
株
式
会
社

住
所

笠
岡
市
笠
岡
二
三
八
八
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

森
年

美
和

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
輪
場
の
位
置

４

変
更
年
月
日

令
和
三
年
三
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
二
月
十
六
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
八
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
笠
岡
市
産
業
部
商
工
観
光
課

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



〔
八
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
門
田
字
樋
口
三
三
〇

四
、
三
三
二
、
三
三
三
、
三
三
四

二
、
三
三
三
地
先
水
、
三

－
－

三
四

二
地
先
水

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

総
社
市
中
央
二
丁
目
六

三
六

－

株
式
会
社
吉
備
土
地
開
発

代
表
取
締
役

渡
邊

康
晴

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
四
号

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



〔
八
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
門
田
字
樋
口
三
三
〇

四
、
三
三
二
、
三
三
三
、
三
三
四

二
、
三
三
三
地
先
水
、
三

－
－

三
四

二
地
先
水

－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

総
社
市
中
央
二
丁
目
六

三
六

－

株
式
会
社
吉
備
土
地
開
発

代
表
取
締
役

渡
邊

康
晴

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
四
号

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



〔
八
三
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と

。

お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

Ｏ
Ｐ

Ｗ
Ａ
Ｎ
基
幹
系
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
機
器
再
賃
貸
借

一
式

－

二

借
入
期
間

令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
十
二
月
十
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
二
番
五
号

六

契
約
金
額

一
月
当
た
り
四
、
一
八
九
、
九
七
七
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三
八
〇
、
九
〇
七
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

牛
尾
直
人
後
援
会

牛

尾

直

人

牛

尾

直

人

赤
磐
市
下
仁
保
三
二
七

四
三

令
和
三

・

一
・
二
九

－

活
力
と
魅
力
あ
ふ
れ
る
市
政
を
つ
く
る
会

高

橋

優

高

橋

優

備
前
市
東
片
上
二
六
八

一

〃

〃

－

神
原
一
寿
後
援
会

小

林

泰

二

酒

井

良

也

美
作
市
古
町
一
七
四
八

二

〃

一
・

四

－

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

立
憲
民
主
党
岡
山
県
総
支
部

難

波

奨

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
京
町
一
三

五
高
田
ビ
ル
一
Ｆ

岡
山
市
北
区
野
田
三

五

八
安
井
ビ
ル
二
〇

令
和
三

・

一
・
一
二

－
－

－

連
合
会

三

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
１
区

原

田

謙

介

〃

岡
山
市
北
区
京
町
一
三

五
高
田
ビ
ル
一
Ｆ

岡
山
市
北
区
野
田
三

五

八
安
井
ビ
ル
二
〇

〃

〃

－
－

－

総
支
部

三

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

岡
崎
ひ
ろ
お
後
援
会

岡

崎

太

郎

代
表
者
の
氏
名

岡

崎

太

郎

後

藤

忠

令
和
三

・

一
・
二
四

岡
山
県
歯
科
技
工
士
連
盟

財

前

勝

美

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
石
関
町
一

五

一
Ｆ

岡
山
市
北
区
本
町
六

三
六
第
一
セ
ン
ト
ラ
ル

令
和
二

・

三
・

一

－
－

－

ビ
ル
４
Ｆ

後
楽
会
政
治
連
盟

宗

岡

一

正

代
表
者
の
氏
名

宗

岡

一

正

牧

野

雅

美

令
和
三

・

一
・
一
八

全
国
旅
館
政
治
連
盟
岡
山
支

永

山

久

徳

〃

永

山

久

徳

臼

井

正
一
郎

令
和
二

・

五
・
二
八

部〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

永

山

久

徳

臼

井

正
一
郎

〃

〃

西
村
慎
次
郎
後
援
会

山

下

幹

次

代
表
者
の
氏
名

山

下

幹

次

高

橋

正

明

令
和
三

・

一
・
一
七

和
田
い
さ
お
後
援
会

和

田

功

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
土
居
二
六
二
四

六

美
作
市
土
居
二
六
四
四

一

〃

一
・
二
五

－
－

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

和

田

功

江

見

正

文

〃

〃

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

国
民
民
主
党
岡
山
県
第
４
区
総
支
部

三

宅

和

広

令
和
二

・

九
・
一
一

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

明
日
の
郷
土
を
作
る
会

宮

田

好

夫

令
和
三

・

一
・
二
九

植
田
修
弘
後
援
会

古

城

哲

夫

令
和
二

・
一
二
・
二
一

山
下
た
か
し
氏
の
支
援
の
輪
を
拡
げ
る
会

安

宅

敬

祐

〃

一
二
・
三
一

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

和

田

功

和
田
い
さ
お
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
土
居
二
六
二
四

六

美
作
市
土
居
二
六
四
四

一

令
和
三

・

一
・
二
五

－
－

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

宮

田

好

夫

明
日
の
郷
土
を
作
る
会

令
和
三

・

一
・
二
九

令和３年２月２６日　岡山県公報　第１２２７２号


